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1斤財統一1第

平成28年月

自
言
ｐ
Ｈ

大阪航空局長 殿

ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
ｒ
Ｉ

近畿財務局長 武内 良樹

i

自動車安全特別会計（空港整備勘定）所属普通財産の

処分等方針の決定について

平成28年4月14日付阪空補第15号をもって貴局から処分等依頼のあった財産にか

かる標記のことについては、下記のとおり決定したので、平成23年6月27日付財理第

3002号｢各省各庁所管特別会計所属普通財産の処分等に係る事務取扱要領について』

通達記の第3の2に基づき通知する。

また､平成28年4月14日付阪空補第15号をもって協議のあった国有財産法第14条第

8号に基づく協議については同意する。 〃

記

処分等依頼のあった財産の国有財産台帳記録事項

所在地

豊中市野田町1501番{‘
口座名

大阪国際空港豊中市場外用地Q

区分・種目・数量・台帳価格

土地。宅地･ 8, 770.43nT｡ 763,027,410円

1

2処分等方針を決定した部分の区分、種目及び数量

上記1 ， に同じ。

3処分等の相手方

学校法人森友学園 、

処分等後の利用計画及び用途指定の内容

利用計画小学校敷地劃

指定用途小学校敷地、

指定期日平成29年3月31日

指定期間指定期日翌日から平成38年6月19日まで（売買契約日から10年間）、

4



5．処理区分

時価売払（随意契約）

契約の方法及び理由

本財産は、学校法人森友学園（以下、 「学園」 という。 ）に対して、平成27

年5月より小学校敷地として定期借地により貸付中であるが､今般学園より早期

買受けの要請があったため売買契約（代金延納）を締結する。

6

7．処分価格

134,OOO,OOO円 ．

8．代金納付の方法

延納特約（期限及び納付金額は別添国有財産売買契約書のとおり）
マ

9．適用法令及びその条項

会計法第29条の3第5項

予算決算及び会計令第99条第21号 ，

10.締結済契約の処理

本財産については、平成27年5月29日付EW第38号により国有財産有償貸付合

意害及び国有財産売買予約契約書を学園と締結しているが､本件売買契約の成立

に伴いこれらの契約を学園と合意解除する』別添国有財産売買契約書第43条及び
第44条参照） 。

11．契約保証金の返還

平成27年5月29日付EW第38号国有財産有償貸付合意書の合意解除に伴い､同

合意書第7条に基づき納付された契約保証金を相手方に返還するが､同保証金は

相手方の要請に基づき本件売買契約の売買代金（即納金）に充当するものとす

る（別添国有財産売買契約害第2条及び第3条参照） 。

12．財務局と航空局との協議

本件の特殊性に鑑み、売買契約締結後に契約書に基づき国が行う行為につい

ては、近畿財務局と大阪航空局が必要に応じて協議を行い、 これを実行するも

のとする。

13． その他参考となるべき事項

（1）大阪府私立学校審議会

小学校設置に必要な設置認可について､平成27年1月27日の大阪府私立学校審

議会の臨時会に諮問され「認可適当」の答申を得ている。 、

（2）国有財産近畿地方審議会

平成27年2月10日の国有財産近畿地方審議会に｢豊中市に所在する普通財産を



小学校敷地として学校法人森友学園に貸付け及び売払いを行うことについて」
を諮問し「処理適当」の答申を得ている。

I

【添付資料】

契約書式

・別添 国有財産売買契約害

(代金延納、用途指定、 (買戻特約付き） 、時価売払)息

､
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二害割司

事案の概要

平成25年4月30日付阪空補第590号で大阪航空局より処分依頼を受けた下記2．の財産(以下｢本

財産」という。 ）については、平成23年6月27日付財理第3002号「各省各庁所管特別会計所属普通

財産の処分等に係る事務取扱要領について」通達（以下、 「処分依頼通達」という。 ）記の第3

の2に基づき､平成27年4月30日付近財#諾1第539号により大阪航空局に対し処理方針(処理区分は

「随意契約による時価貸付(10年間の事業用定期借地)及び時価売払(売買予約)」 ）を通知してい

たものである。 ①

今般、貸付相手方に本財産を売払う予定となったことに伴い、平成28年4月14日付阪空補第15

号により大阪航空局から改めて処分依頼を受けたため、同通達に基づき処理方針を通知するもの。

夜

1

2財産の所在地及び区分、数量

所 在 地 ｜ 区分 数量 台帳価格 備 考

円、

自動車安全特別会計

（空港整備勘定)合
豊中市野田町1501番・

(大阪国際空港豊中市場外用地）
＄

763,027,410
●

8,770.43
●

土地
■

財産の位置及び周辺状況等

本財産は､豊中市の中西部に位置し、阪急宝塚線『庄内｣駅の北西方約800mに所在しており、

東側は南北の幹線道路である幅員約16mの市道穂積菰江線が､すぐ北側には名神高速道路が通っ

ており、 「豊中インターチエンジ」が南西方約1,200mの位置にある｡・

東側に野田中央公園が整備されているほか､中高層の共同住宅､一般住宅等が建ち並んでおり、

周辺には保育所、幼稚園、小・中学校大学が存在する文教エリアとなっている｡｡

ロ
ン

4．貸付契約までの経緯

（1）本財産は、大阪航空局が大阪国際空巷周辺における航空織蚤音対策の一環とし-て、建物等を

移転補償した上で買収した財産であるが、騒音区域が縮小されたことにより保有を続ける必要が

なくなったため、平成25年4月30日付で大阪航空局が当局に時価売払いによる処分依頼を提出｡●

（2）当局が平成25年6月3日から公的取得要望を募ったところ、学校法人森友学園（以下「学園」と

いう。 ）から小学校敷地としての取得要望が出されたが、学園は、土地をすぐ購入するのではな

く、学校経営が安定するまでの8年間程度借り受けて、その後に購入したいと当局及び大阪航空

局に要請した。 ・

1



（3）学園からの要請について、大阪航空局の考えを確認したところ、大阪航空局は、至急に本財産

を売払わなければならない状況にないため、一定期間貸付けた後に売払うことは問題ないとの回

答を得た｡。

また、本省響ｵ局に相談したところ、本事業計画は私立小学校の新設であり小学校経営という

事業の公共性があること、財産を所管する大阪航空局も一定期間貸付けた後の売払いでも問題な

いと回答していることを踏まえると、学園の要請に応じざるを得ないとの綜倫になり貸付けにつ

いて検討することとした。。

（4）本省理財局とも調整の上、貸付後の借地権発生のリスクを回避し、借地期間内に確実な売払い

が担保できるよう以下の措置により処理することとした。 。

①事業用定期借地契約を締結。
一定期間をもって確実に契約期間を終了させ、将来的な売払いを確実に担保する。事業用定

期借地の設定期間は、借地借家法第23条により10年以上50年未満と定められており、相手

方計画の8年とすることはできないため、契約期間は、事業用定期借地の最短期間である10

年とするq、

②売買予約契約を締結．
事業用定期借地契約の絲吉のほか、確実に売払いを履行するための方策として、あらかじめ

売払い時期を定めた売買予約契約を貸付契約と同時に締結することにより、事業用定期借地契

約満了（10年後）までの売払いを約定させる。 C

（5）上記（4）による貸付処理は、特例的な内容となることから、平成13年3月30日付財理第1308

号「普通財産貸付事務処理要領」貸付通達記の第1節の第11の1に基づく勢ｵ局長の承認を得

て処理を行うこととし、平成27年4月30日付財理第2109号「普通財産の貸付けに係る特例処理に

ついて」により理財局長承認を得ている。．

（6）本財産を売払い前提の貸付け及び売払いを行うことについては、平成27年2月10日開催の国

有財産近畿地方審議会に諮問の上、処理適当の答申を受けている少

（7）これらの手続きを踏まえて、平成27年5月29目に学園と国有財産有償貸付契約（事業用定期

借地契約）及び国有財産売買予約契約を絲肯。定期借地契約は公正証書による取り交わしが必要

となるため、平成27年6月8副こ学園と国有財産有償貸付契約の内容を公正証書により取り交

わした。 。

5売払いに至る経緯

（1）大阪航空局が行った事前調査により、本財産には土壌汚染及びコンクリートガラ等の地下埋設

物の存在が判明しており．国は、これらの状況を学園に説明し、関係資料を交付した上で貸付契

ワ
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約及び売買予約契約を締結している｡●

学園が校舎建設工事に着手したところ、平成28年3月に、国が事前に学園に交付した資料で

は想定し得ないレベルの生活ゴミ等の地下埋設物が発見された。。

（2）学園の代理人弁護士からは、本財産は小学校を運営するという目的を達成できない土地である

として、小学校建設の工期が遅延しないよう国による即座のゴミ撤去が要請されたが、大阪航空

局は予算が確保できていない等の理由から即座の対応は困難である旨を学園に回答した｡●

（3）これを受けて学園の代理人弁護士から、本来は国|こ対して損害瑠鯨青求を行うべきものと考え

ているが､現実的な問題解決策として早期の土地買受けによる処理案が提案された｡具体的には、

国が本財産の現状を踏まえた鑑定評価による売払価格を示し、学園は、その金額が納得できれば

本財産に関する今後の損害淵賞等を行わないとする条件で売買契約を締するという提案であっ

た。。

（4）学園の提案に応じなかった場合、損害燗賞に発展すると共に小学校建設の中止による更なる問

題発生の可能性があることも含めて、当局及び大阪航空局にて処理方針を検討した結果、学園の

提案に応じて鑑定評価を行い売払価格の通知を行うこととした。 ・

鑑定評価を行った上で、学園に価格通知を行った結果、学園から買受ける意思表示がなされた

ため、売払い手続きを進めることとしたものである。．

6．評価について

（1）本財産の鑑定評価に当たっては、大阪航空局から、地下埋設物撤去概算額等を反映願いたいと

する依頼文書｢不動産鑑定評価について(依頼) 」 （平成28年4月14日付阪空補第17号:別添参照）

の提出を受けており、大卿向空局からの依頼に基づき本地の現状を踏まえた評価を行った｡．

（2）平成28年4月1日を価格時点として平成28年4月15日近財統-1第442号により不動産鑑定士に鑑定

評価の発注を行い（不動産鑑定士には上記（1）I椌局依頼文書を交付した上で依頼） 、鑑定士

から不動産鑑定評価書の提出を受けて、当局首席国有財産鑑定官の審査を踏まえて、予定価格を

134,000,000円と決定。。

7．契約書及び契約方法について

（1）契約書式について（概要）

⑪寺約条項

今回の契約については、学園の代理人弁護士が提案する今後の損害鰡賞等は行わないとする旨

を売買契約害に盛り込むこととするが、これらの規定は通達に定める標準書式で設けられている

q
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ものではないため、当局統括法務霊査官（所属法曹有資格者）の指導を踏まえて特約条項を検討

した。作成した特約条項案について大阪航空局の確認も了した上で相手方代理人弁護士に提示し

て交渉を重ねた結果、当局の提示案をもって合意に至ったものである。追加条項の詳細は下記

（2）のとおり。｡

②貸付契約及び売買予約契約の合意解除

上記4のとおり､本件は平成27年5月に国有財産有償貸付契約及び国有財産売買予約契約を締

結しているため、今回、売買契約を行う際にはこれらの書面との関係を整理する必要がある。

当局統括法務藍杳官(所属法曹有資格者)に罐恩したところ、 「今回予定している売買契約は、

締結済の売買予約契約で定めた売買契約書に新たな特約条項を加える内容となるため、売買予約

の予約完結権行使ではなく、今回新たな売買契約を雛すると整理するべき｡」との指導があっ

た。そのため、今回の売買契約書には、 ホ維済の国有財産有償貸付契約及び国有財産売買予約契

約を合意龍除する旨の特約条項を付加している（詳細下記（2）参照)。 ．

③契約保証金の返還

学園との貸付契約においては、定期借地を行うため財務省通達に基づき学園から年額貸付料相

当額の保証金を納付させている（受入れは大阪航空局)。貸付契約を合意解除することに伴い、当

該保証金を学園に返還することとなるが、大阪舟控局に罐恩したところ、返還保証金を本件売買

代金に充当することは可能とのことであった。学園も売買代金への充当を希望したため、売買契

約書にその旨を規定して処理するものとした。 ⑤

（2）契約書式について（追加・修正等の詳細）
●

本件売買契約書については、平成13年3月30日付財理第1298号『普錘ｵ産の管理及び処分

に係る標準契約書式及び同取扱要領について」で定める標準契約書式第2号書式（代金延納、

用途指定（買戻特約付き)、時価売払い）を基本とし、以下の条項の追加。修正を行う。．

なお、追加・修正を踏まえた契約書式について|虫大阪航空局も了解済である。

①第2条（売買代金) 。 ・ ・標準書式を修正．
老

●

売買代金のうち27,300,000円は定期借地契約の合意解除に伴い国が学園に返還する保証

金から充当する旨を規定。 。

②第3条（即納金の支払い) ・ ・ ・標準書式を修正
や ⑧ 必

即納金は契約保証金充当分を除いた金額にする旨を規定。．

③第7桑(登記嘱託請求書か・ ・標準書式を修正。

非課税証明書提出の場合は登録免許税相当頷の現金領収証書の提出が不要な旨を規定｡●

④（かし担保) ・ ・ ・標準書式から肖l1除・
●

別途特約条項により畷疵担保責任免除特約等を付すため標準書式で定められている引渡

4



日から2年間責任を負う条項を削除。 。 ‐

⑤第16条（延納特約の解除)心． 、標準書式を修正●

乙において売買物件の管理が不十分な場合等の延納の特約解除規定を削除

⑥第23翁(指定用途),. ． 、標準書式を修正．
学園代理人弁護士からの申し出に基づき「指定用途と本旨において相違ない付随あるいは

関連する用途に供する場合」を追加｡●

⑦第42条（暇疵担保責任免除特約等） ． ． 、標準書式に追加．
● 夕

売買契約締結後、国は一切、地下埋設物等の暇疵担保責任を負わないこと等を規定。本件

のポイントになる条項であり、当局統括去務監査官の指導を受けて作成した原案を、学園代

理人弁護士が了解したもの｡●

※ただし、想定し得ない内容(例えば地下から不発弾が発見された場合等）まで免責することは､法律上どのよ

うな条項を準備しても無理であるもの（統括法務監査官)。
●

⑧篦43為(売買予約契約の合意解除) ． ． 、標準書式に追加

上記（1）の”)とおり今回予定すg契約書は､売買予約契約で定めていた売買契約書の

書式を変更（特約条項の付加等）するため、締結済の国有財産売買予約契約を合意解除する

旨を規定。 ．
⑨第44条（貸付契約の合意解除) 。 ． 、標準書式に追加

本件売買契約の締結により締結済の貸付契約を合意解除する旨を規定。その前提条件とし

て売買契約日に貸付料の清算を行うことを規定。。

（3）売買代金の延納

学校法人に対して売払いを行う場合、国有財産特別措置法第1 1条第1項ただし書の規定により、

10年以内（売買代金1ir2,000万円以上の場合）の延納によること力呵能｡●

学園は、今回の売払いに際して、学校法人として借入金を抑える必要があるとして、延納によ

る買受けを希望したことから、本財産を担保に供して10年間の延納による売買契約を行うことと

したものである。 ●

8．処理方針

以上のことを踏まえて本件の処理は以下のとおり行うこととする。●
（1）処分相手方

学校法人森友学園9

（2）利用計画

小学校敷地ら

（3）処理区分

時価売払（延納契約） ，
ｰ

、



（4）契約方式

随意契約

（5）用途指定

f会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条第21号）●

(昭和41年2月22日付蔵国有第339号「普通財産にかかる用途指定の処理要領につい

て｣通達の別紙第2の,↑

小学校敷地

平成29年3月31日‘
●

指定期日翌日から平成38年6日19日 （予定）まで

(売買契約日から10年間）
、

指定用途

指定期日

指定期間

9． その他参考事項

（1）各省各庁の長が行う財務大臣との協議について。

本財産は、自動車安全特別会計所属財産であるため､平成23年6月27日付財理第3002号｢各

省各庁所管特別会計所属普通財産の処分等に係る事務取扱要領について」通達記の第3の4に

基づき、各省各庁の長が行う随意契約を行う場合等の財務大臣との協議は、協議が整っているも

のとして財務省普通財産の処理に準じた取扱いができるものである｡。

（2）大阪府私立学校審議会

小学校を新設する場合、認可官庁である大阪府の認可が必要であり、認可の前提として私立学

校法第9条に基づき設置された大阪府私学審議会に諮問を行い､処理適当の答申を得る必要があ

る。本件私立小学校の新設については、平成27年1月27日開催の大阪府私立学校審議会（臨時

会）において「認可適当」の答申を得ている。なお、大阪府の認可手続きは学校校舎の完成後に

なることから、開校直前の平成29年3月に認可手続きが行われる見込み｡寺

（3）国有財産近畿地方審議会 ・

一定規模以上の未利用国有地を随意契約により処分する際に、国有財産近畿地方審議会（以下

「国有審議会」どいう｡）への諮問が必要となる。上記（2）のとおり、本件小学校の新設が平

成27年1月27日の大阪府私立学校審議会で「認可適当」との答申が得られたことから．同年2月

10日の国有財産近畿地方審議会に「豊中市に所在する普通財産を小学校敷地として学校法人森友

学園に貸付け及び売払いを行うことについて」を諮問し、定期借地による貸付けを行うこと及び

貸付期間中に売払いを行うことについて処理適当との答申が得られたものである。

r，

、



経 緯

H25. 4.30 大阪航空局から当局に本財産の処分等依頼書が提出される。

H25. 9. 2 森友学園から当局に本財産の取得等要望書が提出される。

H26, 10.31 大阪府が森友学園の設置認可申請書を正式受理。

（大阪府の認可申請受理を受けて、当局は、平成27年3月に工事着工

したいとする森友学園の要請を踏まえ､平成27年2月10日に国有財
産近畿地方審議会開催を決定｡）

H27, 1.27 大阪府私立学校審議会の臨時会において､本件小学校設置計画が｢認

可適当」の答申を得る。○

国有財産近畿地方審議会において、本地を森友学園に小学校敷地と

して売払いを前提とした貸付け及び売払いを行うことについて処理適

当の答申を得る。

H27. 2.10

H27.4.28 森友学園と見積り合わせ。国の予定価格を超える金額で合意。

H27.4.30 貸付通達上の特例処理について、本省承認決裁完了。

H27.5.29 貸付合意書及び売買予約契約書等を締結。

H27. 6.8 貸付合意書の内容について公証役場にて公正証書作成。貸付開始。

○ 森友学園理事長、副園長、代理人弁護士が来局し、工期の関係等か

ら平成28年4月の開校が困難になったとして開校の1年延期について

相談を受ける。

H27. 8.11

H28. 3. 14 当局、大阪航空局、森友学園、工事業者、設計業者が現地に集まり

打合せ。校舎建設工事に伴い廃棄物が発見された現状を確認。

森友学園が代理人弁護士同行で来局（大阪航空局同席)。弁護士から

「事業を中止して国に損害賠償請求する選択肢もあるが、学園は事業

継続を強く望んでいるため国有地を買い取ることにより問題解決を行

いたい｡」との提案がある。

H28. 3.24

H28. 3.30 当局、大阪航空局が森友学園に訪問し、今後の処理について国有地

の売払いにより問題解決を図る方向で調整。また、指定期日延長に伴

う貸付合意書（一部変更）の取り交わし等を完了。



H28, 4,14 大阪航空局から当局に本財産の処分等依頼害（貸付中相手方への売

払い）が提出される。

H28. 6. 1 代理人弁護士から契約書に付加する特約条項等を了解する旨を確認

したため、売払価格を口頭通知。

H28． 6． 6 森友学園理事長、代理人弁護士から金額について了解するため買受

けたいとする旨を確認｡即納での購入は難しいとして10年間の延納で

の購入要請が結論となる。6月20日を契約予定日として調整すること

で合意。

森友学園から売払申請書、延納申請書が提出される。H28. 6.10

の

(）
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●
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別紙

第2号書式（代金延納、用途指定（買戻特約付き） 、時価亮払用）

[収入印紙］

国有財産売買契約書

売払人国（以下｢甲」という。 ）と買受人学校法人森友学園（以下｢乙｣という。 ） とは、

次の条項により国有財産の売買契約を締結する。

（売買物件）

第1条売買物件は、次のとおり。

区分 ’ 数量 q’ 備考所在地

豊中市野田町1501番 土地 8, 770143

（売買代金）

第2条売買代金は、金134,000,000円とする。

2前項に定める売買代金のうち金27,300,000円は、第44条に基づき、本契約の成立を

停止条件として、売買物件に閏する平成27年5月29日付EW第38号国有財産有償貸

付合意害（以下「本件貸付契約」という。なお、同内容につき大阪法務局所属本町公

証役場にて平成27年第180号事業用定期借地権設定契約公正証書を司年6月8日付で

作成）を合意解除することに伴い甲が乙に還付する本件貸付契約第7条に定める契約

保証金より充当するものとする。

（即納金の支払い）

第3条売買代金のうち金27,870,000円を即納金とする。

2前項に定める即納金のうち金27’300,000円は、前条第2項によって売買代金に充当

される本件貸付契約第7条の契約保証金より充当するものとする。

3 乙は、第1項に定める即納金から前項によって充当される金27,300,000円を差し引

いた金570,000円を、本契約締結と同時に甲に支払わなければならない。

（延納の特約）

第4条甲乙両者は、第2条第1項に定める売買代金から前条第1項に定める即納金を差

し引いた金106, 130,000円について、次条及び第6条並びに第1 1条から第16条まで

に定めるところにより延納の特約をする。

（延納代金の支払方法）

第5条延納代金の支払方法は10年の年賦払いとし、毎年の納付期限及び各納付期限ご

とに乙の支払うべき延納代金及び延納利息並びにその合計額は次表に掲げるところによ

る。なお、 この場合における延納利息の利率は年1 ．0％とする。

区分 ｜ 納付期限 ｜延納代金 ｜延納利息｜ 合計額 延納利息計算期間
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2 Z|ま、前項に掲げる表の区分欄に示す延納各回ごとに定める納付期限までに、延納代

金と延納利息との合計額を、甲の発行する納入告知書により甲に支払わなければならな

い。

3 乙が第1項に掲げる表の延納代金を、当該延納代金の納付期限前に支払う旨を書面に

より申請した場合には、甲は、当該納付期限を繰り上げ、かつ、繰上期間に対応する延

納利息を減額することができる。ただし、当該繰上期間が1か月未満であるときは、当

該繰上期間に対応する延納利息は減額しない。

（保険金による延納代金等の充当）

第6条甲は、第13条第1項に定めるところにより損害保険契約を締結した担保物件に

ついて保険事故が発生し、かつ、 当該保険契約に基づき保険金の支払いを受けたときは、

当該保険金を、乙の未払の延納代金と当該延納代金に充当する日までに付すべき延納利

息との合計額（第17条に定める延滞金があるときは、 これを加算した額とする。 ）に

充当し、残余の保険金は、乙に返還する。

（登記嘱託請求書等）

第7条Zは、本契約締結の際に、あらかじめ登録免許税相当額の現金領収証害を添付し

た登記嘱託請求書、第1 1条に定める抵当権設定登記に必要な書類及び第27条に定める

買戻しの特約の登記に必要な承諾害を、甲に提出しなければならない。

2 乙が本契約締結の際に登録免許税法（昭和42年法律第35号）第4条第2項に基づ

く登録免許税を非課税とする証明書類を提出した場合には、乙は前項の規定により登記

嘱託請求書を甲に提出する際に登録免許税相当額の現金領収証書の添付を要しない。

（所有権の移転）

第8条売買物件の所有権は、乙が第3条に定める即納金を完納した時に乙に移転する。

（売買物件の引渡し）



第9条甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあっ

たものとする。

（危険負担）

第10条乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が、

甲の責に帰すことのできない事由により滅失又は損傷した場合には、甲に対して売買代

金の減免を請求することができない。

（担保の提供）

第11条乙は、第5条第1項に定める延納代金及び延納利息の支払いを担保するため、

本契約締結と同時に甲のために別紙第1に掲げる物件について順位第1番の抵当権を設

定することに同意する。

（増担保等）

第12条甲が、前条に基づき抵当権を設定した物件が滅失したとき、又は、担保価値が

減少したと認めて乙に対して増担保又は代わりの担保の提供を請求したときは、乙は、

遅滞なく甲の認める他の物件を増担保又は代わりの担保として甲に提供しなければなら

ない。

（担保物件の付保）

第13条乙は、第11条に定めるところにより担保として提供する物件のうち、別紙第2

に掲げるものについては、あらかじめも自己の負担において甲の指定する金額を保険金

額とし、Zを被保険者とずる甲の指定する損害保険契約を締結しなければならない。

之乙は、前項に定める損害保険契約を締結したときは、当該保険契約にかかる保険金請

求権を甲に譲渡し、かつ、確定日付ある証書をもってその旨を保険者に通知するととも

に、本契約締結の日から30日以内にその保険証券を甲に提出しなければならない。

3乙は、延納代金及び延納利息の支払いを完了するまで、第1項に定める保険契約を継

続しなければならない。

4前3項の規定は、乙が前条に定めるところにより増担保又は代わりの担保として提供

する物件について準用する。

（担保物件に関する通知)

第14条乙は、担保物件について、次に掲げる各号の－に該当する行為をしようとする

とき又は乙以外の者が次に掲げる各号の－に該当する行為をしたときは、遅滞なくその

旨を甲に通知しなければならない。

（1）訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立

（2）仮差押の申請、仮処分、強制執行又は競売の申立

（3）滞納処分（その例による処分を含む。以下同じ。 ）

（4）担保物件を損傷、滅失その他現状を変更し、又は担保価値を減少させると認められ

る事実上又は法律上の行為

（担保の一部解除）

第15条甲は、乙が第5条第1項に定める延納代金と延納利息の一部を支払った後、担

保の一部解除を申し出た場合において､これを適当と寵めるときは､担保の一部を解除
することができる。

（延納特約の解除）
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第16条第4条に定める延納の特約は4次の各号の一に骸当する事由が生じたときは､、

当然に解除される。

（1）乙が支払停止の状態に陥り又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

（2）乙が、破産、民事再生手続開始又は更生手続開始の申立てを受け若しくは自らこれ

らの申立てをしたとき。

（3）乙が合併によらないで解散をしたとき。

（4）乙について相続の開始があった場合において、相続人が限定承竪の申述をしたとき。

（5）乙が、担保物件を滅失又は損傷し若しくは担保価値を減少させる行為をしたとき。

（6）担保物件について強制競売又は任意競売の開始決定があったとき。

（7）担保物件について滞納処分としての公売の公告があったとき。

2 甲は、次に掲げる各号の一に該当する事由が生じたときは、延納の特約を解除し又は

延納期間を短縮することができる。

（1）乙の財産について、仮差押又は強制競売若しくは任意競売並びに仮処分の申立てを

受けたとき。

（2）乙が滞納処分を受けたとき。

（3）乙が合併、資本の減少又は営業の譲渡をしたとき。

（4）担保物件について訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立てがあったとき。

（5）Zが第22条から第25条までに定める用途指定の変更若しくは解除を申請したとき。

． （6）乙が本契約に定める義務を履行しなかったとき。

3 甲が前2項の規定により延納の特約を解除したときは、乙は期限の利益を失い､未払

いの延納代金と、当該金額に対して延納特約の解除の日までの期間に相当する延納利息

との合計額を一時に甲に支払わなければならない。

4 zは、第1項第1号から第5号まで又は第2項第1号から第3号（ただし、合併及び

資本の減少を除く。 ）までの各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨

を甲に通知しなければならない。

5 甲は、乙が第3項の規定により延納代金及び延納利息を一時に支払うこととなった場

合にはその金額並びに延滞金があるときはその金額との合計額の支払いを完了する時ま

で担保の解除はしない。

（延滞金の徴収）

第17条乙は、第5条第1項に掲げる表の合計額欄に定めた金額を、当該金額の納付期

限（甲が第5条第3項に定めるところにより納付期限を繰り上げたときは、繰上げ後の

期限）までに支払わなかったとき又は前条第3項に定めるところにより納付すべき金額

を甲の指定する期限までに支払わなかったときは、延納代金について、当該納付期限の

翌日から支払いのあった日までの期間につき第38条に基づき算定した延滞金を甲に支

払わなければならない。

（充当の順序）

第18条甲は、乙が延納代金、延納利息及び延滞金を支払うべき場合において、現実に

納付のあった金額が延納代金、延納利息及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞

金、延納利息及び延納代金の順序で充当する。

（事業計画等の変更）
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第19条乙は、第24条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由によ

り売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじめ

変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した審面をもって甲に申請し、そ

の承認を受けなければならない。

（工事完了の通知義務）

第20条． 乙は、売払申請書に添付した利用計画（甲が前条の規定により当初計画の変更
を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。 ）に基づいて工事を完了したときは、

その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

（用途指定）

第21条甲は、売買物件について、次条から第25条までに定めるところにより乙と用途

指定の特約をする。

（指定用途）

第22条乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画（甲が第19条の

規定によりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。 ）に定

めるとおりの用途（以下「指定用途」という。 ）に自ら供さなければならない。

（指定期日）

第23条Zは、売買物件について平成29年3月31日（以下「指定期日」という。 ）ま

でに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。

2 乙は、本契約締結の白から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途

以外の用途（指定用途に供するための工事を行う場合及び指定用途と本旨において相違

ない付随あるいは関連する用途に供する場合を除く。以下同じ。 ）に供してはならない。

（指定期間）

第24条Zは、売買物件を指定期日の翌日から平成38年6月19日まで（以下「指定期

間」という。 ）指定用途に供さなければならない。

（権利の設定等の禁止）

第25条乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承惚を得ないで、売買

物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とす

る権利の設定（以下「権利の設定」という。 ）をし若しくは売買物件について売買、贈

与、交換、出資等による所有権の移転（以下『所有権の移転｣.という。 ）をしてはなら

ない。

（買戻しの特約）

第26条甲は、乙が本契約締結の日から買戻期間満了の日までにおいて、甲の承認を得

ないで次の各号の－に該当する行為をした場合には、売買物件の買戻しをすることがで

きる。

（1）第23条第1項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったと

き。

（2）第24条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき。

（3）第22条、第23条第2項及び第24条に定める稜務に違反して指定用途以外の用途

に供したとき。

（4）第25条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたとき。

2前項に定める買戻しの期間は、本契約締結の臼から10年間とする。
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（買戻しの登記）

第27条乙は、甲が前条第1項及び第2項の規定に基づき期間を10年とする貢戻権並び

に第31条第1項及び第2項に定める特約事項を登配することに同意する。

（用途指定の変更、解除等）

第28条乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第22条から

第25条までに定める用途指定の変更若しくは解除又は第26条第1項及び第2‘項に定め

る買戻しの特約を解除する必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申

請しなければならない。

2 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。

3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき

算定した額を納付しなければならない。

（実地調査等）

第29条甲は、第5条第1項に定める債権の保全上必要があると配めるときは、乙に対

し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を鯛査し又

は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。

2 甲は、乙の第22条から第25条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、甲

が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。

3 乙は、本契約締結の日から第24条に定める指定期間満了の日まで毎年4月30日に、

また甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定又は所有権の移転等を行なっ

ていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物

件の利用状況等を甲に報告しなければならない。

4乙は、正当な理由なく、第1項及び第2項に定める質問、調査、実地調査又は実地監

査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は第1項及び前項に定める報告若しくは資料の提出を

怠ってはならない。

（違約金）

第30条乙は、第22条から第25条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次

の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、

第2項に該当する場合を除く。

（1）第23条第1項に定める駿務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったと

き又は第24条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき

（指定用途以外の用途に供したときは次号による。 ）は金13,400,000円

（2）第22条、第23条第2項及び第24条に定める義務に違反して指定期間満了の日ま

でに指定用途以外の用途に供したとき又は第25条に定める義務に違反して権利の設

定又は所有権の移転をしたときは金40,200,000円

2 Zは、第22条から第25条までに定める用途指定の鍍務に違反した場合において、甲

が用途指定義務を履行し難い特別の事由があると鰯めて用途指定の変更若しくは解除又

は第26条に定める買戻しの特約の解除を蝿めるときは、甲に対し、金13,400,000円の

違約金を支払わなければならない

3 Zは、正当な理由なく第14条又は第16条第4項に定める通知を怠ったため甲に損害

を与えたとき又は前条第4項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨
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げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金

13,400,000円の違約金を支払わなければならない。

4前3項の違約金は、第36条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。

（買戻権の行使）

第31条甲は、第26条第1項に定める貢戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金

を返還する。ただし、当該売買代金には利息を付さない。

2 甲は、貢戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

3．甲は、貢戻権を行使するときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙

が売買物件に支出した必要費、有益黄その他一切の費用は償還しない。

（契約の解除）

第32条甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することが

できる。

2 甲は、乙が次の各号の一に骸当していると認められるときは、前項の規定にかかわら

ず、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

（1）法人等（個人、法人又は団体をいう。 ）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事

等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。 ）が、暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2

号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。 ）又は同法第2条第6号に規定する暴

力団員（以下「暴力団員」という｡ ）であるとき

（2）役員等が､自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

（3） ･役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

（4）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき

（5）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（6）売買物件を本契約の締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法

律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている

者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されるこ

とを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸した

とき

3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害につい

て、何ら賠償ないし補償することは要しない。

4乙は、甲が第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたと

きは、その損害を賠憧するものとする。

（返還金等）

第33条甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還す

る。ただし、当該返還金には利息を付さない。

2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

○

○

I



3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙

が売買物件に支出した必要費、有益菱その他一切の費用は償還しない。

（乙の原状回復義務）

第34条乙は、甲が第26条第1項の規定により貢戻権を行使したとき又は第32条の規

定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して
返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でない

と認めたときは、現状のまま返還することができる。

2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その

損害賠償として、寅戻権を行使した場合においては買戻権行使時の、また、解除権を行

使した場合においては契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなけ

ればならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、そ

の損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。

3 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期

日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。

（特別違約金）

第35条甲は、第26条第1項の規定に基づき貢戻権を行使することができる場合には、

甲の選択により、頁戻権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合

において、乙が特別違約金を納付したときは、第21条に定める用途指定の特約は解除

する。

、2前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

（1）売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額．

（2）売買物件の用途指定違反時の時価の3割Iこ相当する額
（3）売買物件の契約時の時価の3割に相当する額から第30条第1項に定める違約金を

控除した額

（損害賠償）

第36条甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損

害の賠償を鯖求できる。

（返還金の相殺)

第37条甲は、第33条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、Zが第5

条第1項に定める延納利息（ただし、貢戻権、又は解除権行使時までの延納利息〉 、第

17条に定める延滞金、第30条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支

払うべき義務があるときは、返還する売買代金と延納利息等の全部又は－部と相殺する。

（延滞金の算定）

第38条本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により算

定するものとする。

○

○

（契約の費用）

第39条本契約の締結及び履行並びに抵当権又は買戻権の抹消登記等に関して必要な費

用は、乙の負担とする。

（信義誠実の義務・疑義の決定）



第40条甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

2契約に関し疑義があるときは、甲乙協蟻のうえ決定する。

（裁判管轄）

第41条本契約に関する訴えの管轄は、近畿財務局所在地を管轄区域とする大阪地方裁

判所とする。

（畷疵担保責任免除特約等）

第42条Zは、本件貸付契約第5条の土壌汚染、地下埋設物に関する暇疵及び第30条

記戦の地耐力に関する暇疵並びに次項以下の一切の暇疵の存在につき了承したうえで

本件土地を現状有姿にて買い受ける。

2 乙は、平成26年11月7日及び平成26年12月17日に甲が引き渡した「大阪国際空

港豊中市場外用地（野田地区）土地履歴等調査報告書平成21年8月」 、 「平成21

年度大阪国際空港豊中市場外用地（野田地区）地下構造物状況調査業務報告書

(OA301)平成22年1月」 、 「大阪国際空港場外用地(OA301)土壌汚染概況調査業務

報告書平成23年11月」 、 「平成23年度大阪国際空港場外用地(OA301)土壌汚染

深度方向調査業務報告書平成24年2月」に記載の内容を了承したうえで売買物件を

買い受ける。

3 乙は、売買物件のうち一部471.875㎡が、豊中市より土壌汚染対策法第11条第1項

で定める形質変更時要届出区域に指定されていたことを了承したうえで売買物件を買

い受ける（平成27年10月26白指定解除） 。

4乙は、売買物件に関して、前3項の他、次の暇疵を了承する。

－売買物件の地表面及び地中に陶器片、ガラス片、木ぐず、ビニール等のごみが存在

すること。

二．売買物件には、第2項で定める「平成21年度大阪国際空港豊中市場外用地（野田

地区）地下構造物状況詞査業務報告書(OA301)平成22年1月」において実施した

掘削調査深度より深い箇所にも地下埋設物が存在すること。

5乙は、従前の経緯を踏まえて、前4項に定める暇疵の他、その他乙が小学校建設及び

運営を行ううえで支障となる売買物件に関する一切の蝦疵（隠れた暇疵も含む）につ

いて、畷疵担保責任を免除する。

6本件貸付契約第6条の規定にかかわらず、前5項に定める畷疵の除去に伴う一切の愛

用につき、本契約書作成時点において既に乙において支払いを受けているもの（･平成

28年3月30日付合意書に基づく土壊汚染除去等費用合計金1"3176万円）を

除き、甲は、zに対して、何ら支払を要せず、乙は、甲に対して、有益費返還請求、

損害賠償請求その他名目を問わず、一切の財産的請求をしないことにつき、甲及び乙

は確認する。

7 乙が小学校建設を行うために必要な売買物件に残存する陶器片、ガラス片､､木ぐず、

ビニール等のごみ、地下埋設物、土壌汚染、地耐力等に関する調査については、甲に

おいて調査を要せず、現状にて売買物件を売却することを乙は了承する。

8乙は、売買物件に関する一切の暇疵（隠れたる畷疵を含む）に関して、鯛査養用、除

去費用、廃棄費用等の費目を問わず、暇疵担保責任、不法行為責任、有益費償還謂求、

立替金返還請求、その他名･目を問わず､本書に定めるものの他、甲に対して、金銭請

求並びに履行請求等、一切の財産上の請求を甲にしないことを、甲に約する。

○

○



9本条に定める曜疵除去工事は乙の責任と受用においてこれを行い、本書作成以後、乙

が依頼した請負業者から甲が費用請求を受けた場合には、乙において支払う。

（売買予約契約の合意解除）

第43条本契約の成立を停止条件として、平成27年5月29日付EW第38号国有財産

売買予約契約書（以下「本件売買予約契約」という。 ）を合意解除する。

2本件売買予約契約の合意解除に伴い、本件売買予約契約に基づく一切の債権債務につ

き、甲乙間の債権債務はないことを確認する。

（貸付契約の合意解除）

第44条本契約の成立を停止条件として、売買物件に関する本件貸付契約を合意解除す

る。

2前項の前提条件として、乙は甲に本件貸付契約に定める貸付料の清算払いを行う。

3 甲及び乙は、第1項に定める本件貸付契約の合意解除に伴い甲が乙に還付する本件貸

付契約第7条に定める契約保証金を売買代金に充当することを確認する。

4 甲及び乙は、前3項に伴い、本書に定めるものの他、本件貸付契約に関し、甲乙間に

は、何らの債権債務のないことを確認する。

○

上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その

1通を保有する。

平成 年 月 日

売払人 国

契約担当官 近畿財務局長 印

○
住所大阪市淀川区塚本一丁目6番25号

氏名学校法人森友学園理事長

買受人

印
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